
-愛媛県規則第７６号
クリーニング業法施行細則及び化製場等に関する法律施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１４年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

クリーニング業法施行細則及び化製場等に関する法律施行細則の一部を改正する規則

（クリーニング業法施行細則の一部改正）

第１条 クリーニング業法施行細則（昭和３１年愛媛県規則第５８号）の一部を次のように改正する。

第１条を次のように改める。

（趣旨）

第１条 この規則は、クリーニング業法施行令（昭和２８年政令第２３３号。以下「政令」という。）、クリーニング業法施行

規則（昭和２５年厚生省令第３５号。以下「省令」という。）及びクリーニング業法施行条例（平成１４年愛媛県条例第５５号。

以下「条例」という。）に定めるもののほか、クリーニング業法（昭和２５年法律第２０７号。以下「法」という。）の施行

に関し必要な事項を定めるものとする。

第２条第１項中「クリーニング業法施行規則（昭和２５年厚生省令第３５号。以下「省令」という。）」を「省令」に改める

。

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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第２条の２を削る。

第７条中「クリーニング業法施行令（昭和２８年政令第２３３号）」を「政令」に改める。

第８条中「この規則」を「条例」に改め、同条第３号の次に次の１号を加える。

�の２ 法第５条の２の規定によるクリーニング所検査申請書 第３号の２様式

第８条第１１号中「第２条の２」を「条例第３条第１項」に改める。

第１号様式（表）６中「氏 名」を「氏 名 年 月 日生」に改め、同様式（表）８及び

９中「洗たく物」を「洗濯物」に改め、同様式（裏）中

施

設

の

構

造

設

備

洗

場

床 面 積

採 光 窓 面 積

換気用窓面 積

照 度

床 材

腰 板 材

こう配と排水口

平方メートル

平方メートル

平方メートル

ルツクス

適 否

主

要

機

械

器

具

名 称 型式 数量

仕

上

場

床 面 積

採 光 窓 面 積

換気用窓面 積

照 度

床 材

天 井

平方メートル

平方メートル

平方メートル

ルツクス

有 無

「

を

」

施

設

の

構

造

設

備

洗

場

床 面 積 平方メートル

主

要

機

械

器

具

名 称 型式 数量

窓 面 積 平方メートル

床 材

腰 板 材

こう配と排水口 有・無

仕

上

場

床 面 積 平方メートル

窓 面 積 平方メートル

床 材

天 井 有・無

テトラクロロエチ

レ ン の 格 納 場

屋内・屋外

床材

「

に、「クリーニング業法施

」

行細則第２条の２」を「、クリーニング業法施行条例（平成１４年愛媛県条例第５５号）第３条第１項」に改める。

第３号様式の次に次の１様式を加える。

愛 媛 県 報平成１４年１２月２４日 第１４１９号

１３８２



第３号の２様式（第８条関係） クリーニング所検査申請書

クリーニング所検査申請書

年 月 日

愛媛県知事 殿

住所（法人にあつては、
主たる事務所の所在地）

申請者 氏名（法人にあつては、
名称及び代表者の氏名）
（電話番号その他連絡方法）

クリーニン
グ所

名 称

所 在 地

そ の 他 参 考 事 項
年 月 日提出のクリーニング営

業届記載のとおり

（愛媛県収入証紙ちよう付欄）

愛 媛 県 報平成１４年１２月２４日 第１４１９号

１３８３



告 示

-愛媛県告示第２０２３号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第

１１０号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく

特定施設の設置の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県庁及び重

信町役場において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成１４年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

愛媛大学

松山市道後樋又１０番１３号

学長 鮎川 恭三

２ 事業場の名称及び所在地

愛媛大学医学部

温泉郡重信町大字志津川

３ 特定施設に関する事項


 洗浄施設

� 入浴施設

（化製場等に関する法律施行細則の一部改正）

第２条 化製場等に関する法律施行細則（昭和５９年愛媛県規則第５４号）の一部を次のように改正する。

第８条を次のように改める。

（死亡獣畜の解体、埋却又は焼却の届出等）

第８条 条例第３条の２第２項第１号の規定による死亡獣畜の解体、埋却又は焼却の届出は、死亡獣畜（解体・埋却・焼却

）届出書（様式第６号）を提出することによりしなければならない。

２ 条例第３条の２第２項第５号ただし書の規定により死亡獣畜の発掘の許可を受けようとする者は、死亡獣畜発掘許可申

請書（様式第７号）を提出しなければならない。

第９条中「、前条第１号の規定は準用施設の管理者について」を削る。

第１５条を次のように改める。

第１５条 削除

附 則

この規則は、平成１５年１月１日から施行する。

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令
第１８８号。以下「政令」という。）別
表第１第６８号の２ ロ洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 容量１００リットル×１基
容量１１０リットル×１基

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 平成１５年３月２８日

使用開始の予定年月日 平成１５年７月１日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ３～１１

最大 １～１４

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２００

最大 ２００

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第６８号の２ ハ入浴施設

特 定 施 設 の 能 力 容量１５５リットル

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 平成１５年３月２８日

使用開始の予定年月日 平成１５年７月１日

特定施設の使用時間間隔 １３時～２１時

特定施設の１日当たりの使
用時間 ８時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～８．０

最大 ６．０～８．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２００

最大 ２００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ２５０

全窒素（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １２０

最大 １２０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ２５０

全窒素（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １２０

最大 １２０

全りん（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム
）

通常 １６

最大 １６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．５

最大 １．５

愛 媛 県 報平成１４年１２月２４日 第１４１９号

１３８４



４ 汚水等の処理施設に関する事項


 薬品排水処理施設

� 屎尿処理施設

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び

最大の値並びに汚水等の１日当たりの量

�１排水口

全りん（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム
）

通常 １６

最大 １６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．３

最大 ０．３

設 置 年 月 日 昭和５０年７月２日

処 理 施 設 の 種 類 薬品排水処理施設

処 理 施 設 の 型 式 接触酸化方式

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦５３．５メートル 横８．６５メートル
高さ８．６メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり６００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 接触酸化＋凝集沈殿＋砂ろ過

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ３～１１

最大 １～１４

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２００

最大 ２００

通常 １０

最大 １０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ２５０

通常 １０

最大 １０

全窒素（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １２０

最大 １２０

通常 ２０

最大 ２０

全りん（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム
）

通常 １６

最大 １６

通常 ２

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６００

最大 ６００

通常 ６００

最大 ６００

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦６０．５メートル 横２３．０５メートル
高さ８．９メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１，６００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 活性汚泥＋凝集沈殿＋砂ろ過

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２００

最大 ２００

通常 １０

最大 １０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ２５０

通常 １０

最大 １０

全窒素（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １２０

最大 １２０

通常 ２０

最大 ２０

全りん（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム
）

通常 １６

最大 １６

通常 ２

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，６００

最大 １，６００

通常 １，６００

最大 １，６００

設 置 年 月 日 昭和５０年３月３１日

処 理 施 設 の 種 類 屎尿処理施設

処 理 施 設 の 型 式 標準活性汚泥方式

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０

最大 １０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １０

全窒素（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２０

最大 ２０

全りん（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム
）

通常 ２

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２，２００

最大 ２，２００

愛 媛 県 報平成１４年１２月２４日 第１４１９号
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�������
-愛媛県告示第２０２５号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１９条の２第

１項の規定に基づき、次のとおり更生医療を担当させる医療

機関を指定した。

平成１４年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
-愛媛県告示第２０２６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、東予市庄内土地改良区から次のとおり役員が就任し

、及び退任した旨の届出があった。

平成１４年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

-愛媛県告示第２０２４号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成１４年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療所の名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肢 体 不 自 由 外 科 医療法人弘友会
加 戸 病 院 下 田 直 史 大洲市若宮５４８ 平成

１４年１２月２日

肢体不自由・じん臓・呼吸器
・ぼうこう又は直腸機能障害 〃 市 立 大 洲 病 院 秋 田 聡 大洲市西大洲字ヤスバ甲５７０ 〃

〃 〃 〃 土 居 崇 〃 〃

心臓・じん臓・呼吸器機能障
害 内 科 〃 曽 我 美 子 〃 〃

〃 〃 〃 今 岡 大 也 〃 〃

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 愛媛県立伊予三島
病院 加 地 伸 介 伊予三島市中之庄町１６８４－２ 〃

心臓・じん臓・呼吸器機能障
害 内 科 朝倉内科循環器科

クリニック 北 見 裕 越智郡朝倉村大字朝倉下甲４５２－１ 〃

肢体不自由・小腸・ぼうこう
又は直腸機能障害 外 科

社会福祉法人恩賜
財団済生会今治病
院

松 野 剛 今治市喜田村七丁目１－６ 〃

肢体不自由・心臓・呼吸器・
小腸機能障害 〃 上甲外科麻酔科 上 甲 幸 夫 宇和島市寄松甲２３０－１ 〃

名 称 所 在 地
担当すべき医療
の種類

指 定
年 月 日

平野あさくら薬局 越智郡朝倉村大字
朝倉下甲４５２－３

平成１４年
１２月１日

株式会社
東 予 薬 局

新居浜市高田一丁
目１－６２ 〃

み つ ば ち 薬 局 新居浜市中西町６
－４５ 〃

ワタキュー薬局宇
和島店

宇和島市丸の内二
丁目１－４ 〃

芝 薬 局 北宇和郡広見町近
永９６１ 〃

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 日和佐 直 東予市大野２６６番地の１

〃 丹 下 保 東予市黒谷甲４３３番地

〃 目見田 伸 東予市旦之上甲９５５番地の１

〃 山 内 義 雄 東予市福成寺甲３２３番地の１

〃 木 原 光 教 東予市実報寺甲５１８番地の２

〃 芥 川 繁 幸 東予市大野３２８番地の１

〃 日和佐 勝 東予市大野２６４番地

〃 渡 部 久 男 東予市河之内甲１０１番地

〃 行 本 照 義 東予市福成寺甲１２３番地の２

〃 山 内 重 喜 東予市河之内甲８５９番地

〃 山 内 正 市 東予市旦之上甲１０６８番地

〃 田 中 秋 義 東予市旦之上甲２０２番地の３

〃 相 原 善 吉 東予市旦之上甲１７０番地の１

〃 近 藤 正 幸 東予市旦之上甲７１８番地

〃 山 内 謙 二 東予市福成寺甲４７０番地

〃 栗 原 弘 行 東予市実報寺甲７５１番地の１

〃 菅 義 � 東予市実報寺甲９０７番地

監 事 長 井 滿 東予市黒谷甲４５７番地

〃 近 藤 利 雄 東予市旦之上甲６０４番地の３

〃 芥 川 敏 明 東予市福成寺甲３５０番地の２

〃 武 田 直 政 東予市実報寺甲３２番地

〃 飯 尾 新 一 東予市大野３９１番地

〃 � 瀬 良 樹 東予市大野２７１番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 相 原 勉 東予市旦之上甲２１２番地の２

〃 近 藤 正 幸 東予市旦之上甲７１８番地

〃 長 井 晃 東予市旦之上甲１１８４番地

〃 長 井 怜 東予市黒谷甲２８３番地の２
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-愛媛県告示第２０２７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、新居浜市金子土地改良区から認可申請があった土地

改良事業（維持管理）の計画の変更を平成１４年１２月１３日認可

した。

平成１４年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
-愛媛県告示第２０２８号
松山市志津川町土地改良区から認可申請のあった土地改良

事業（維持管理）の計画の変更は、適当と認められるので、

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において

準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書

類を縦覧に供する。

平成１４年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称


 松山市志津川町土地改良区土地改良事業（維持管理）

計画書の写し

� 松山市志津川町土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１４年１２月２５日から平成１５年１月２９日まで

３ 縦覧場所

松山市役所

�������
-愛媛県告示第２０２９号
内子町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（農道）・上成高中地区）の施行は、適当と認め

られるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の

２第５項において準用する同法第８条第６項の規定により、

次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１４年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称


 町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）

・上成高中地区）計画書の写し

� 内子町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

の写し

２ 縦覧期間

平成１４年１２月２５日から平成１５年１月２９日まで

３ 縦覧場所

内子町役場

�������
-愛媛県告示第２０３０号
内子町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（農道）・半代川地区）の施行は、適当と認めら

れるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２

第５項において準用する同法第８条第６項の規定により、次

のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１４年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称


 町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）

・半代川地区）計画書の写し

� 内子町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

の写し

２ 縦覧期間

平成１４年１２月２５日から平成１５年１月２９日まで

３ 縦覧場所

内子町役場

�������
-愛媛県告示第２０３１号
内子町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（農道）・上久保地区）の施行は、適当と認めら

れるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２

第５項において準用する同法第８条第６項の規定により、次

のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１４年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称


 町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）

・上久保地区）計画書の写し

� 内子町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

の写し

２ 縦覧期間

平成１４年１２月２５日から平成１５年１月２９日まで

３ 縦覧場所

内子町役場

�������
-愛媛県告示第２０３２号
内子町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（農道）・宮下支線地区）の施行は、適当と認め

られるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の

２第５項において準用する同法第８条第６項の規定により、

〃 山 内 順 東予市河之内甲６６４番地

〃 山 内 重 喜 東予市河之内甲８５９番地

〃 梶 田 豊 東予市旦之上甲５６３番地

〃 目見田 伸 東予市旦之上甲９５５番地の１

〃 山 内 一太郎 東予市河之内甲６３４番地

〃 山 内 正 市 東予市旦之上甲１０６８番地

〃 山 内 一 雄 東予市福成寺甲２７２番地の２

〃 行 本 照 義 東予市福成寺甲１２３番地の２

〃 武 田 喜 義 東予市実報寺甲２５６番地

〃 竹 田 祥 弘 東予市実報寺甲８３０番地

〃 木 原 貢 東予市実報寺甲５９４番地

〃 飯 尾 満 東予市大野３１０番地の１

〃 日和佐 直 東予市大野２６６番地の１

監 事 近 藤 利 雄 東予市旦之上甲６０４番地の３

〃 渡 部 久 雄 東予市河之内甲１０１番地

〃 松 本 忠 東予市福成寺甲４８番地

〃 武 田 幸 正 東予市実報寺甲１４９番地の２

〃 長谷部 篤 行 東予市大野３１８番地

〃 � 瀬 良 樹 東予市大野２７１番地
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次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１４年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称


 町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）

・宮下支線地区）計画書の写し

� 内子町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

の写し

２ 縦覧期間

平成１４年１２月２５日から平成１５年１月２９日まで

３ 縦覧場所

内子町役場

-愛媛県告示第２０３３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

-愛媛県告示第２０３４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

-愛媛県告示第２０３５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

-愛媛県告示第２０３６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 多喜浜泉川線
新居浜市郷五丁目１９６番２から

同市郷五丁目１０８番１まで

旧 ６．２～１７．０ ０．１４４

新 １０．８～１８．５ ０．１４４

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 猪伏西谷線 上浮穴郡柳谷村大字西谷字高野９２１９番１
旧 ５．７～６．８ ０．０１８

新 １５．２～２２．２ ０．０１８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 猪伏西谷線 上浮穴郡柳谷村大字西谷字高野９２１９番１ 平成１４年１２月２４日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 野中長沢線
伊予郡中山町大字出渕２番耕地３６４４番２地先から

同大字２番耕地３６３７番地先まで

旧 ６．０～６．８ ０．０３５

新 ６．４～１５．０ ０．０３５
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-愛媛県告示第２０３７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

-愛媛県告示第２０３８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

-愛媛県告示第２０３９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

-愛媛県告示第２０４０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

-愛媛県告示第２０４１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 野中長沢線
伊予郡中山町大字出渕２番耕地３６４４番２地先から

同大字２番耕地３６３７番地先まで
平成１４年１２月２４日

〃 〃
伊予郡中山町大字出渕２番耕地３０３２番３から

同大字２番耕地３０３６番４まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 菅田五郎停車場線
大洲市徳森字野田１４６３番５から

同字１５３５番４まで

旧 ６．４～１０．１ ０．１２５

新 ８．２～１３．６ ０．１２５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 菅田五郎停車場線
大洲市徳森字野田１４６３番５から

同字１５３５番４まで
平成１４年１２月２４日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 小田河辺大洲線
喜多郡河辺村大字三嶋１６０３番２地先から

同大字１４９２番地先まで

旧 ４．１～１７．５ ０．３００

新 ９．２～２５．９ ０．３００
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平成１４年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

-愛媛県告示第２０４２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

-愛媛県告示第２０４３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

-愛媛県告示第２０４４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 小田河辺大洲線
喜多郡河辺村大字三嶋１６０３番２地先から

同大字１４９２番地先まで
平成１４年１２月２４日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和高山線 東宇和郡宇和町大字山田５３０１番３地先
旧 １１．０～１５．６ ０．０６２

新 １８．８～３０．８ ０．０６２

〃 〃
東宇和郡宇和町大字山田５３４７番３地先から

同大字５３４５番１地先まで

旧 ５．６～１１．２ ０．１４０

新 １７．０～２４．０ ０．１４０

〃 〃
東宇和郡明浜町大字高山乙１１２５番６地先から

同大字乙１１２４番地先まで

旧 ９．０～１０．０ ０．０４２

新 １３．２～２１．４ ０．０４２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和高山線 東宇和郡宇和町大字山田５３０１番３地先 平成１４年１２月２４日

〃 〃
東宇和郡宇和町大字山田５３４７番３地先から

同大字５３４５番１地先まで
〃

〃 〃
東宇和郡明浜町大字高山乙１１２５番６地先から

同大字乙１１２４番地先まで
〃
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訓 令

公 告
�������

-愛媛県告示第２０４６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項におい

て準用する同法第２０条第２項の規定に基づき、松山広域都市

計画用途地域の変更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁

において公衆の縦覧に供する。

平成１４年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

-愛媛県訓令第１６号
保 健 福 祉 部

地 方 局

保 健 所

保健所長に対する事務委任規程の一部を改正する訓令を次

のように定める。

平成１４年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

保健所長に対する事務委任規程の一部を改正する訓令

保健所長に対する事務委任規程（昭和３０年愛媛県訓令第８

号）の一部を次のように改正する。

本則中第５３号の５及び第５３号の６を削り、第５３号の４を第

５３号の６とし、第５３号の３を第５３号の５とし、第５３号の２の

次に次の２号を加える。

５３の３ 化製場等の構造設備の基準等に関する条例（昭和５９

年愛媛県条例第２１号）第３条の２第２項第１号の規定によ

る届出を受理すること。

５３の４ 化製場等の構造設備の基準等に関する条例第３条の

２第２項第５号ただし書の規定による許可を与えること。

本則第５５号の５を次のように改める。

５５の５ クリーニング業法施行条例（平成１４年愛媛県条例第

５５号）第３条第１項の規定により、クリーニング所検査確

認証を交付すること。

附 則

この訓令は、平成１５年１月１日から施行する。

-公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１４年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項


 件名

土地の売払い

� 売り払う土地の所在地、地目及び地積

２ 入札に参加する者に必要な資格等


 入札に参加する者に必要な資格

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 契約条項を示す場所等

ア 契約条項を示す場所、入札心得書の交付場所及び問

い合わせ先

愛媛県総務部総務管理課財産係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９４１―２１１１ 内線 ２３０９

イ 入札心得書の交付方法

アに掲げる場所で交付する。

ウ 現地説明の日時及び場所

� 日時

-愛媛県告示第２０４５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宿毛津島線
北宇和郡津島町大字御内２５３９番２から

同大字２５２８番地先まで

旧 ４．０～１３．２ ０．５２０

新 ９．２～３６．４ ０．５１３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宿毛津島線
北宇和郡津島町大字御内２５３９番２から

同大字２５２８番地先まで
平成１４年１２月２４日

物件番号 所 在 地 地目 地 積

１ 松山市此花町４６番３及び４６番５ 宅 地 ２０２．８７�

２ 松山市道後今市９９６番１及び９９６
番６ 雑種地 ２０３�

３ 松山市緑町一丁目７番１ 宅 地 １７９．７４�
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人事委員会規則

	 場所

売り払う土地の所在地

３ 入札及び開札


 入札及び開札の日時

� 入札及び開札の場所

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県庁第二別館５階第３会議室

� 入札書の提出方法

持参により提出すること。

４ その他


 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金及び契約保証金

ア 入札に際しては、入札金額の１００分の５以上の入札

保証金を納付しなければならない。ただし、指定金融

機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関が振出

し又は支払保証をした小切手をもって入札保証金の納

付に代えることができる。

イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１の契約保証金

を納付しなければならない。

� 入札の無効

２
に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び
入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した

入札書は、無効とする。

 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３３

条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内

で最高価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者

とする。

� 売り払う土地の用途制限

ア 落札者は、契約締結の日から５年間、売り払う土地

を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風

俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業そ

の他これらに類する業の用に供してはならない。

イ アの条件に違反した場合は、県の定める金額を違約

金として県に支払わなければならない。

� その他

詳細は、入札心得書による。

-愛媛県人事委員会規則７－９６１
職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける

職員の給料の切替え等に関する規則を次のように定める。

平成１４年１２月２４日

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受

ける職員の給料の切替え等に関する規則

（職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え

等）

第１条 この規則の施行の日（以下「施行日」という。）の

前日において職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条

例第５７号。以下「職員給与条例」という。）別表第１から

別表第５まで又は教育職員の給与に関する条例（昭和２７年

愛媛県条例第３０号。以下「教育職員給与条例」という。）

別表第１若しくは別表第２の給料表に定める職務の級にお

ける最高の号給を超える給料月額（教育職員給与条例別表

第１の備考又は別表第２の備考の規定の適用を受ける職員

にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の

給料月額。以下この条において同じ。）を受けていた職員

の施行日における給料月額（以下「新給料月額」という。

）は、次の式により算定した額とする。

施行日におけるその者の属する職務の級における最高
×

の号給とその１号給下位の号給との差額

その者の施行日の前日にお 施行日の前日におけるそ

ける給料月額（以下「旧給－の者の属する職務の級に

料月額」という。） おける最高の号給の額
＋

施行日の前日におけるその者の属する職務の級におけ

る最高の号給とその１号給下位の号給との差額

施行日におけるその者の属する職務の級における最高の

号給の額

第２条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対

する施行日以後における最初の職員給与条例第４条第８項

ただし書の規定、教育職員給与条例第７条第３項ただし書

の規定又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条

例（平成１２年愛媛県条例第５６号）附則第３項及び第４項の

規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた

期間（人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の

定める期間）をその者の新給料月額を受ける期間に通算す

る。

（一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第５条第４

項の規定による給料月額の切替え）

第３条 施行日の前日において一般職の任期付研究員の採用

等に関する条例（平成１３年愛媛県条例第４６号）第５条第４

項の規定による給料月額を受けていた職員の新給料月額は

、次の式により算定した額とする。

物件番号 日 時

１ 平成１５年１月１７日（金）午前１０時

２ 平成１５年１月１７日（金）午後１時

３ 平成１５年１月１７日（金）午後３時

物件番号 日 時

１ 平成１５年１月２７日（月）午前１０時

２ 平成１５年１月２７日（月）午後１時

３ 平成１５年１月２７日（月）午後３時

愛 媛 県 報平成１４年１２月２４日 第１４１９号
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１０万９千円×
その者の旧給料月額－８９万９千円

＋８８万円
１１万２千円

附 則

１ この規則は、平成１５年１月１日から施行する。

２ 最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え

等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－９３５）は、廃

止する。

�������
-愛媛県人事委員会規則７－９６２
職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正す

る規則を次のように定める。

平成１４年１２月２４日

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改

正する規則

職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（愛媛県人事委

員会規則７－４３）の一部を次のように改正する。

第３１条第５号の２中「第２０条の３第１項」を「第２０条の５

第１項」に改める。

別表第１８備考第２項中「）附則第１０項」を「）附則第８項

」に改める。

別表第３４公安職給料表の項３級の欄中「１３号給」を「１４号

給」に改め、同表医療職給料表�の項２級の欄中「１２号給」
を「１３号給」に改め、同表医療職給料表�の項１級の欄中「
１１号給」を「１２号給」に改め、同表中学校・小学校教育職員

給料表の項２級の欄中「２４号給」を「２５号給」に改め、同表

高等学校等教育職員給料表の項同欄中「２２号給」を「２３号給

」に改める。

附 則

１ この規則は、平成１５年１月１日から施行する。ただし、

第３１条第５号の２の改正規定は、同年４月１日から施行す

る。

２ この規則の施行の日に昇格し、又は降格した職員につい

ては、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が

同日に受けることとなる給料月額（当該給料月額がその者

の同日における昇給、特別昇給等によるものである場合に

あっては、当該昇給、特別昇給等がないものとした場合に

受けることとなる給料月額）を同日の前日に受けていたも

のとみなして改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関す

る規則第２２条又は第２３条の規定を適用する。

�������
-愛媛県人事委員会規則７－９６３
初任給調整手当の支給等に関する規則の一部を改正する規

則を次のように定める。

平成１４年１２月２４日

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

初任給調整手当の支給等に関する規則の一部を改正す

る規則

初任給調整手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会

規則７－１５５）の一部を次のように改正する。

別表を次のように改める。

愛 媛 県 報平成１４年１２月２４日 第１４１９号
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別表（第６条関係）

職員の区分
期間の区分

１ 項 職 員
２項職員

１ 種 ２ 種 ３ 種 ４ 種 ５ 種

 １年未満 ３１１，４００円 ２７２，３００円 ２１９，１００円 １６１，４００円 １０１，６００円 ５０，８００円
� １年以上２年未満 ３１１，４００ ２７２，３００ ２１９，１００ １６１，４００ １０１，６００ ５０，８００
� ２年以上３年未満 ３１１，４００ ２７２，３００ ２１９，１００ １６１，４００ １０１，６００ ５０，８００
 ３年以上４年未満 ３１１，４００ ２７２，３００ ２１９，１００ １６１，４００ １０１，６００ ５０，８００
� ４年以上５年未満 ３１１，４００ ２７２，３００ ２１９，１００ １６１，４００ １０１，６００ ５０，８００
� ５年以上６年未満 ３１１，４００ ２７２，３００ ２１９，１００ １６１，４００ １０１，６００ ５０，８００
� ６年以上７年未満 ３１１，４００ ２７２，３００ ２１９，１００ １６１，４００ １０１，６００ ４９，０００
� ７年以上８年未満 ３１１，４００ ２７２，３００ ２１９，１００ １６１，４００ １０１，６００ ４７，２００
� ８年以上９年未満 ３１１，４００ ２７２，３００ ２１９，１００ １６１，４００ １０１，６００ ４５，４００
� ９年以上１０年未満 ３１１，４００ ２７２，３００ ２１９，１００ １６１，４００ １０１，６００ ４３，６００
� １０年以上１１年未満 ３１１，４００ ２７２，３００ ２１９，１００ １６１，４００ １０１，６００ ４１，８００
� １１年以上１２年未満 ３１１，４００ ２７２，３００ ２１９，１００ １６１，４００ １０１，６００ ４０，０００
� １２年以上１３年未満 ３１１，４００ ２７２，３００ ２１９，１００ １６１，４００ １０１，６００ ３８，２００
� １３年以上１４年未満 ３１１，４００ ２７２，３００ ２１９，１００ １６１，４００ １０１，６００ ３６，４００
� １４年以上１５年未満 ３１１，４００ ２７２，３００ ２１９，１００ １６１，４００ １０１，６００ ３５，０００
� １５年以上１６年未満 ３１１，４００ ２７２，３００ ２１９，１００ １６１，４００ １０１，６００ ３３，６００
� １６年以上１７年未満 ３０７，０００ ２６８，３００ ２１５，８００ １５８，８００ １００，０００ ３２，２００
� １７年以上１８年未満 ３０２，６００ ２６４，３００ ２１２，５００ １５６，２００ ９８，４００ ３０，８００
� １８年以上１９年未満 ２９８，２００ ２６０，３００ ２０９，２００ １５３，６００ ９６，８００ ２９，４００
� １９年以上２０年未満 ２９３，８００ ２５６，３００ ２０５，９００ １５１，０００ ９５，２００ ２８，０００
� ２０年以上２１年未満 ２８９，４００ ２５２，３００ ２０２，６００ １４８，４００ ９３，６００ ２６，６００
� ２１年以上２２年未満 ２７７，２００ ２４２，１００ １９５，２００ １４２，７００ ９０，２００ ２６，０００
 ２２年以上２３年未満 ２６４，７００ ２３１，８００ １８７，５００ １３７，１００ ８６，４００ ２５，３００
! ２３年以上２４年未満 ２５２，６００ ２２１，８００ １８０，３００ １３１，４００ ８３，０００ ２４，４００
" ２４年以上２５年未満 ２４０，３００ ２１１，５００ １７２，６００ １２６，０００ ７９，３００ ２３，６００
# ２５年以上２６年未満 ２２８，０００ ２０１，３００ １６５，２００ １２０，４００ ７５，９００ ２３，０００
$ ２６年以上２７年未満 ２１２，６００ １８７，４００ １５３，９００ １１２，４００ ７０，９００ ２２，３００
% ２７年以上２８年未満 １９７，５００ １７３，７００ １４３，１００ １０４，４００ ６６，３００ ２１，７００
& ２８年以上２９年未満 １８２，２００ １６０，０００ １３２，０００ ９６，４００ ６１，７００ ２１，０００
' ２９年以上３０年未満 １６６，８００ １４６，１００ １２０，８００ ８８，４００ ５６，７００ ２０，６００
( ３０年以上３１年未満 １４９，１００ １３０，９００ １０８，９００ ７９，７００ ５１，９００ ２０，２００
) ３１年以上３２年未満 １３１，４００ １１５，６００ ９６，９００ ７１，２００ ４６，８００ １９，４００
* ３２年以上３３年未満 １１３，９００ １００，６００ ８５，２００ ６２，４００ ４２，１００ １８，６００
+ ３３年以上３４年未満 ８３，２００ ７５，６００ ６５，６００ ４９，５００ ３３，９００ １７，７００
, ３４年以上３５年未満 ５５，０００ ５２，５００ ４７，５００ ３７，５００ ２６，５００ １６，９００
備考
１ この表において、期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第４条各号の
職員となつた日以後の期間を示す。

２ この表において、「１項職員」とは第２条第１項の職を占める職員を、「２
項職員」とは同条第２項の職を占める職員をいう。

３ この表において、「１種」とは第２条第１項第１号の職を占める職員を、「
２種」とは同項第２号の職を占める職員を、「３種」とは同項第３号の職を占
める職員を、「４種」とは同項第４号の職を占める職員を、「５種」とは同項
第５号の職を占める職員をいう。
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附 則

この規則は、平成１５年１月１日から施行する。

�������
-愛媛県人事委員会規則７－９６４
平成１５年３月に支給する期末手当に関する特例措置に関す

る規則を次のように定める。

平成１４年１２月２４日

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

平成１５年３月に支給する期末手当に関する特例措置に

関する規則

（改正条例附則第５項第１号の継続在職期間に含まれる期

間）

第１条 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（

平成１４年愛媛県条例第５４号。以下「改正条例」という。）

附則第５項第１号の人事委員会規則で定める期間は、平成

１４年４月１日から基準日（同号に規定する基準日をいう。

以下この条及び第３条第３項において同じ。）までの間に

おいて、職員が人事交流等により引き続いて次の各号に掲

げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務し

た後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職し

た場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として

引き続き在職した期間とする。


 愛媛県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（

昭和４１年愛媛県条例第３８号）の適用を受ける職員

� 技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭

和２７年愛媛県条例第５０号）の適用を受ける職員

� 愛媛県教育委員会教育長

 特別職に属する愛媛県職員

� 国家公務員

� 公庫等職員（国家公務員退職手当法（昭和２８年法律第

１８２号）第７条の２第１項に規定する公庫等職員及び特

別の法律の規定により同項に規定する公庫等職員とみな

される者をいう。）

� 他の地方公共団体の職員

� 退職派遣者（公益法人等への職員の派遣等に関する条

例（平成１３年愛媛県条例第４７号）第１２条第１号に規定す

る退職派遣者をいう。）

（改正条例附則第５項第２号の給料等の額の算定）

第２条 改正条例附則第５項第２号の人事委員会規則で定め

る給料月額は、職務の級における最高の号給を超える給料

月額等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則（愛媛

県人事委員会規則７－９６１）第１条又は第３条の規定を準

用して得られる給料月額とする。この場合において、同規

則第１条中「この規則の施行の日（以下「施行日」という

。）の前日において」とあるのは「職員の給与に関する条

例等の一部を改正する条例（平成１４年愛媛県条例第５４号。

以下この条において「改正条例」という。）附則第５項第

１号に規定する継続在職期間（以下「継続在職期間」とい

う。）のうちに」と、「職員の施行日における給料月額（

以下「新給料月額」という。）」とあるのは「期間（以下

この条において「特定期間」という。）がある職員の特定

期間における同項第２号に規定する給料等の額の算定の基

礎となる給料月額（以下「基礎給料月額」という。）」と

、同条の式中「施行日に」とあるのは「改正条例第１条の

規定による改正後の職員給与条例又は改正条例第３条の規

定による改正後の教育職員給与条例の規定による特定期間

に」と、「施行日の前日」とあるのは「特定期間」と、同

規則第３条中「施行日の前日において」とあるのは「継続

在職期間のうちに」と、「職員の新給料月額」とあるのは

「期間（以下この条において「特定期間」という。）があ

る職員の特定期間における基礎給料月額」と読み替えるも

のとする。

２ 継続在職期間（改正条例附則第５項第１号に規定する継

続在職期間をいう。次項において同じ。）において改正条

例第１条の規定による改正前の職員の給与に関する条例（

昭和２６年愛媛県条例第５７号）別表第１から別表第５まで又

は改正条例第３条の規定による改正前の教育職員の給与に

関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３０号）別表第１若しく

は別表第２の給料表の適用を受けていた期間（改正条例附

則第２項第１号に掲げる給料月額を受けていた期間を除く

。）がある職員の当該期間における改正条例附則第５項第

２号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は

、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者

が受けていた号給の改正条例第１条の規定による改正後の

職員の給与に関する条例又は改正条例第３条の規定による

改正後の教育職員の給与に関する条例の規定による給料月

額とする。

３ 継続在職期間において教育職員の給料の調整額に関する

規則等の一部を改正する規則（愛媛県人事委員会規則７－

９６６。以下この項において「改正規則」という。）第２条

の規定による改正前の教育職員の給料の調整額に関する規

則の一部を改正する規則（愛媛県人事委員会規則７－８８９

）附則第２項又は第３項の規定の適用を受けていた期間が

ある職員の当該期間における改正条例附則第５項第２号に

規定する給料等の額の算定の基礎となる給料の調整額は、

同規則附則第２項又は第３項の規定により算定した額から

改正規則第１条の規定による改正前の教育職員の給料の調

整額に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－５６２）の規

定による額を減じた額に、改正規則第１条の規定による改

正後の教育職員の給料の調整額に関する規則の規定による

額を加えた額とする。

（改正条例附則第６項の企業職員等であった者から引き続

き新たに職員となった者についての特例）

第３条 改正条例附則第６項の人事委員会規則で定める者は

、第１条第１号及び第２号に掲げる者（第３項において「

企業職員等」という。）とする。

２ 改正条例附則第６項の人事委員会規則で定めるものは、

人事交流等により新たに職員となった者とする。

３ 改正条例附則第６項の人事委員会規則で定める額は、職

員が企業職員等であった期間について、当該企業職員等に

係る給与に関する条例又は規程の改正条例附則第５項各号

の規定に相当する規定の例による額とする。この場合にお

いては、当該期間の末日を当該規定の基準日に相当する日

とみなす。

（雑則）
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第４条 この規則に定めるもののほか、平成１５年３月に支給

する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は

、人事委員会が定める。

附 則

この規則は、平成１５年１月１日から施行する。

�������
-愛媛県人事委員会規則７－９６５
期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の一部を改正

する規則を次のように定める。

平成１４年１２月２４日

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の一部を

改正する規則

期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則（愛媛県人事

委員会規則７－２０４）の一部を次のように改正する。

第２条第８号中「第２０条の３第１項」を「第２０条の５第１

項」に改める。

第７条第１項第１号中「３箇月以内（基準日が１２月１日で

あるときは、６箇月以内。次号において同じ。）」を「６箇

月以内」に改め、同項第２号中「３箇月」を「６箇月」に改

める。

第１３条第１項後段を削る。

第１４条第１号中「６月に支給する場合においては１００分の

１２０」を「１００分の１４０」に、「以下この条」を「次号」に

、「１００分の１６０）、１２月に支給する場合においては１００分

の１１０（特定幹部職員にあつては、１００分の１５０」を「１００

分の１８０」に改め、同条第２号中「１００分の６０」を「１００分

の７０」に、「１００分の８０」を「１００分の９０」に改める。

別表第３中「│３月１日│３月１５日│」を削る。

附 則

１ この規則は、平成１５年４月１日から施行する。

２ 平成１５年６月に支給する期末手当に関する改正後の期末

手当及び勤勉手当の支給等に関する規則第７条第１項の規

定の適用については、同項中「６箇月」とあるのは、「３

箇月」とする。

-愛媛県人事委員会規則７－９６６
教育職員の給料の調整額に関する規則等の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１４年１２月２４日

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

教育職員の給料の調整額に関する規則等の一部を改正する規則

（教育職員の給料の調整額に関する規則の一部改正）

第１条 教育職員の給料の調整額に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－５６２）の一部を次のように改正する。

別表を次のように改める。

別表（本則関係）

１ 中学校・小学校教育職員給料表

職務の級 給 料 の 調 整 額 の 額
１級 １７，０００円。ただし、２号給１３，３２８円、３号給１３，８９６円、４号給１４，５４４

円、５号給１５，２５４円、６号給１６，０７４円、７号給１６，９７４円
２級 ２３，４００円。ただし、２号給１４，７３２円、３号給１５，４８０円、４号給１６，２９８

円、５号給１７，２８０円、６号給１７，９１８円、７号給１８，５６６円、８号給１９，２６０
円、９号給１９，９８８円、１０号給２０，９９６円、１１号給２２，０５８円、１２号給２３，１３０
円

３級 ２４，８００円（条例別表第１の備考に定める職員にあつては、２５，２００円）
。ただし、１号給２４，５７０円（同表の備考に定める職員にあつては、２５，２
００円）

４級 ２７，８００円

２ 高等学校等教育職員給料表

職務の級 給 料 の 調 整 額 の 額
１級 １８，８００円。ただし、２号給１３，３２８円、３号給１３，８９６円、４号給１４，５４４

円、５号給１５，２５４円、６号給１６，０７４円、７号給１６，９７４円、８号給１７，５８６
円、９号給１８，２０６円

２級 ２３，６００円。ただし、２号給１７，２８０円、３号給１７，９１８円、４号給１８，５６６
円、５号給１９，２６０円、６号給１９，９８８円、７号給２０，９９６円、８号給２２，０５８
円、９号給２３，１３０円

３級 ２５，８００円（条例別表第２の備考に定める職員にあつては、２６，２００円）
４級 ２８，４００円
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（教育職員の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則の一部改正）

第２条 教育職員の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則（愛媛県人事委員会規則７－８８９）の一部を次のように

改正する。

附則第２項及び第３項を次のように改める。

２ 平成１５年１月１日（以下「新基準日」という。）の前日において給料の調整を行う職を占める職員のうち、同日に受け

る給料月額（新基準日以後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会の定める給料月額。以下この項

において「基礎給料月額」という。）及び基礎給料月額に基づき新基準日の前日における改正後の教育職員の給料の調整

額に関する規則（以下この項及び附則第４項において「改正後の規則」という。）の規定による額の合計額から基礎給料

月額と新基準日の前日に受ける職務の級及び号給（同日に受ける号給が附則別表第１の号給欄に掲げる号給である場合に

あっては、同日に受ける号給の号数に当該号給欄に掲げる号給に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給

）の平成８年１月１日において適用される給料月額（新基準日の前日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月

額を超える給料月額である職員及び新基準日以後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会が別に定

める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。）との差額の２分の１を減じた額（以下この項

において「改正後の仮定給料の月額」という。）が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎

として改正前の教育職員の給料の調整額に関する規則（附則第４項において「改正前の規則」という。）の規定の例によ

り得られる額の合計額（以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。）に達しない職員の給料の調整額は、

改正後の規則の規定にかかわらず、平成１８年３月３１日までの間において引き続き給料の調整を行う職を占める間、改正後

の規則の規定による額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表第２の左欄に掲げる期

間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた

額）を加えた額とする。

３ 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員（新基準日以後に新たに職員となった者を除く。

）の給料の調整額については、当該職員が新基準日の前日において給料の調整を行う職を占めるものとみなして、前項の

規定を準用する。

附則第４項中「前２項」を「前３項」に改め、同項を附則第５項とし、附則第３項の次に次の１項を加える。

４ 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員（新基準日以後に新たに職員となった者に限る。

）のうち、当該職員が新基準日の前日において給料の調整を行う職を占めるものとみなした場合に、新たに職員となった

日（人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める日。以下この項において同じ。）に受ける職務の級及び号

給の新基準日の前日において適用される給料月額（新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給

料月額を超える給料月額である職員及び新たに職員となった日後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事

委員会の定める給料月額。以下この項において「みなし基礎給料月額」という。）及びみなし基礎給料月額に基づき新基

準日の前日における改正後の規則の規定による額の合計額からみなし基礎給料月額と新たに職員となった日に受ける職務

の級及び号給（新たに職員となった日に受ける号給が附則別表第１の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、新たに

職員となった日に受ける号給の号数に当該号給欄に掲げる号給に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給

）の平成８年１月１日において適用される給料月額（新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の

給料月額を超える給料月額である職員及び新たに職員となった日後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人

事委員会が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。）との差額の２分の１を減じ

た額（以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。）が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料

月額を算出の基礎として改正前の規則の規定の例により得られる額の合計額（以下この項において「改正前の仮定給料の

月額」という。）に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則の規定にかかわらず、平成１８年３月３１日までの間にお

いて引き続き給料の調整を行う職を占める間、改正後の規則の規定による額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定

給料の月額との差額に附則別表第２の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額（その額に

１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）を加えた額とする。

附則別表を附則別表第１とし、同表の次に次の１表を加える。

附則別表第２（附則第２項、第４項関係）

附 則

平成１５年１月１日から同年３月３１日
まで

１００分の１００

平成１５年４月１日から平成１６年３月
３１日まで

１００分の７５

平成１６年４月１日から平成１７年３月
３１日まで

１００分の５０

平成１７年４月１日から平成１８年３月
３１日まで

１００分の２５
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選挙管理委員会告示

�������
-愛媛県人事委員会規則７－９６７
特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則を次の

ように定める。

平成１４年１２月２４日

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則

特地勤務手当等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－

３６８）の一部を次のように改正する。

第３条第２項中「受けていた給料及び扶養手当の月額」の

下に「（同日が平成１４年４月１日から同年１２月３１日までの間

にある職員にあつては、当該各号に定める日に係る給料及び

扶養手当について職員の給与に関する条例等の一部を改正す

る条例（平成１４年愛媛県条例第５４号）第１条の規定による改

正後の条例（次条第２項において「平成１４年改正後の条例」

という。）の規定によるものとした場合の給料及び扶養手当

の月額）」を加える。

第４条第２項中「受けていた給料及び扶養手当の月額」の

下に「（当該異動又は公署の移転の日が平成１４年４月１日か

ら同年１２月３１日までの間にある職員にあつては、当該異動又

は公署の移転の日に係る給料及び扶養手当について平成１４年

改正後の条例の規定によるものとした場合の給料及び扶養手

当の月額）」を加える。

附 則

この規則は、平成１５年１月１日から施行する。

�������
-愛媛県人事委員会規則７－９６８
特例一時金に関する規則を廃止する規則を次のように定め

る。

平成１４年１２月２４日

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

特例一時金に関する規則を廃止する規則

特例一時金に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－９５５

）は、廃止する。

附 則

この規則は、平成１５年１月１日から施行する。

�������
-愛媛県人事委員会規則７－９６９
外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に

関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１４年１２月２４日

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇

等に関する規則の一部を改正する規則

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に

関する規則（愛媛県人事委員会規則７－７１４）の一部を次の

ように改正する。

附則第５項を削る。

附 則

この規則は、平成１５年１月１日から施行する。

�������
-愛媛県人事委員会規則７－９７０
教育職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規

則を次のように定める。

平成１４年１２月２４日

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

教育職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正す

る規則

教育職員の給与の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会

規則７－６０）の一部を次のように改正する。

第２条第１項第５号中「第２０条の３第１項」を「第２０条の

５第１項」に改める。

附 則

この規則は、平成１５年４月１日から施行する。

�������
-愛媛県人事委員会規則１２－４７
職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則を次

のように定める。

平成１４年１２月２４日

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則

職員の育児休業等に関する規則（愛媛県人事委員会規則１２

－３３）の一部を次のように改正する。

第４条の３第１号中「第２０条の３第１項」を「第２０条の５

第１項」に改める。

附 則

この規則は、平成１５年４月１日から施行する。

-愛媛県選挙管理委員会告示第４７号
公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第５５条第２項及

び第３項第２号（他の法令において準用され、又は例による

こととされている場合を含む。）の規定により、次の施設を

不在者投票のできる施設として指定した。

平成１４年１２月２４日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

この規則は、平成１５年１月１日から施行する。

施設の種類 施設の名称 所 在 地

特別養護老人ホ
ーム

社会福祉法人野
村町社会福祉協
会
特別養護老人ホ
ームしいのき園

東宇和郡野村町大字野村８－
４６７

平成１４年１２月２４日 印刷
平成１４年１２月２４日 発行
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